
別記様式第１号（第９条関係）

受 理 許 可
その１ ※ ※

年月日 年月日

受 理 許 可
※ ※

番 号 番 号

許 可 申 請 書

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第５条第１項の規定により許可
を申請します。

(和暦)●年 ●月 ●日
京都府 公安委員会殿

申請者の氏名又は名称及び住所

京都府○○市××町３番地３ 京都 太郎 ○印
きょうと たろう

（ふりがな）
氏 名 又 は 名 称 京 都 太 郎

〒(●●－●●●●)
住 所

京都府○○市××町３番地３
(○○○)○○○局○○○番

らうんじこうおつ
（ふりがな）

営 業 所 の 名 称 ラウンジ甲乙

〒(●●－●●●●)
営 業 所 の 所 在 地

京都市▲▲町１番地１ ●●ビル３階
(○○○)○○○局○○○番

風 俗 営 業 の 種 別 法第２条第１項第 １ 号の営業

みやこ じろう

（ふりがな）
管 理 者 の 氏 名 都 次 郎

〒(●●－●●●●)
管 理 者 の 住 所

京都市××町２番地２
(○○○)○○○局○○○番

（ふりがな）
法 人 に あ つ て は 、 法 人 に あ つ て は 、 そ の 役 員 の 住 所
そ の 役 員 の 氏 名
代
表
者

廃 止 の 事 由 廃 止 年 月 日 許可番号
滅 失 に よ り
廃 止 し た 風 俗 営 業 年 月 日

現 に 風 俗 営 業 許 可 等 許可年月日 年 月 日 許可番号

を受けて営む風俗営業
営業所の名称
及 び 所 在 地

この枠内は

記載しない

正式な番地表記で記載する

（例 ○：１番地１ ×：１－１）

この枠内は

記載しない



その２（Ａ）（法第２条第１項第１号から第３号までの営業）

営 建 物 の 構 造 鉄筋コンクリート造地上３階建て

業 建 物 内 の
３階の一部

営 業 所 の 位 置
所

客 室 数 １室 営業所の床面積 ４４．０ ㎡
の

構
客 室 の 総 床 面 積 ２３．３ ㎡

造
各 客 室 の 床 面 積

２３．３ ㎡ ㎡

及
㎡ ㎡

客室の天井に40ワットの蛍光灯を４基取り付ける。調理場の天井に40ワ

び 照 明 設 備 ットの蛍光灯を２基、便所の天井に１基取り付ける。
（位置等については、別紙に記載のとおり。）

設 ○○社製のカラオケ装置１台（商品名●●、据え置き式、アンプ最大出
音 響 設 備 力◎◎ワット、天井つり下げ型スピーカー１基）を設置する。（位置等につい

備 ては別紙に記載のとおり。）
営業所の全ての壁に厚さ10cmのグラスウールの防音材を入れる。また

の 防 音 設 備 営業所の全ての窓は二重のアルミサッシを入れ防音効果を高めている。
（位置等については別紙に記載のとおり。）

概
そ の 他

要

※ 風 俗 営 業 の 種 類

※ 兼 業

※ 同 時 申 請 の 有 無 ① 有 ② 無 ※ 受理警察署長

※ 年 月 日

条 年 月 日

件 年 月 日

この枠内は記載しない。

営業所の出入口は１箇所のみである。客室内の西側の壁には風景画
の絵画を２枚飾る。営業所の窓のアルミサッシ内側には外部から見通す
ことが出来ないように花柄模様の壁紙を貼る。（位置等については、別紙
のとおり。）



別記様式第２号（第９条関係）

その１
営 業 の 方 法

営 業 所 の 名 称 ラウンジ甲乙

営業所の所在地 京都市▲▲町１番地１ ●●ビル３階

風俗営業の種別 法第２条第１項第１号の営業

午前 午前
７時 00分から ０時 00分まで

午後 午後

営 業 時 間 ただし、 の日にあつては、

午前 午前
時 分から 時 分まで

午後 午後

①する ②しない

1 8 歳 未 満 の 者 を ①の場合：その者の従事する業務の内容（具体的に）
従 業 者 と し て 使 用
すること

営業所の出入口のドア付近の柱の高さ１メートルの部分に、長さ70セ
ンチメー トル、幅20セ ンチメー トルの白色プラスチック板に黒色で「18歳

1 8 歳 未 満 の 者 の 未満立入禁止」と記入したものを貼付する。」
立入禁止の表示方法

①する ②しない

飲食 物（ 酒 類 を ①の場合：提供する飲食物の種類及び提供の方法
除く。）の提供 客 の求め に応じ て、食べ物 は総 菜の他 、ピーナッツ、柿 の種、さ きいか等の乾き

物、季節のフルーツを提供し酒類以外の飲み物では、ジュース類を提供する。調理

はレンジで温める程度である。（詳細は、別添メニュー表のとおり。）

①する ②しない

①の場合：提供する酒類の種類、提供の方法及び20歳未満の者への
酒 類 の 提 供 酒類の提供を防止する方法

提 供する酒 類は、ビー ル、ウィスキー、焼酎。提供の方法は、各テ ーブルで客 の

求めに応じて従業員が提供する。（詳細は、別添メニュー表のとおり。）20歳未満の

者への酒類提供防止については、運転免許証等で確実に行う。

①する ②しない

①の場合：当該兼業する営業の内容

当該営業所において
他 の 営 業 を 兼 業
すること



その２（Ａ）（法第２条第１項第１号から第３号までの営業）

セ ッ ト 料 金 （ テ ー ブ ル チ ャ ー ジ 、 ア イ ス 、 ミ ネ ラ ル ウ ォ ー タ ー 、 チ ャ ー ム （ 乾 き 物

料 金 等））5,000円、ビール1,000円、ウィスキー8,000円～15,000円、焼酎4,000円～5,000

円。（詳細は、別添メニュー表のとおり。）

壁、ドアその他これに類するものに料金表等を客に見やすいように掲げる。

料 金 の 表 示 方 法

特定少数の客の近くに侍り、談笑の相手となって、お酌をする。

また 、客の 求め に応じ て、接 待を行 う者が カラオケを操作 し 、客と共 にデュエット

等を行う。

客の接待をする
場合はその内容

常時当該営業所に
３ 名

雇用されている者

２ 名

(ふりがな)
氏 名

ゆうげんがいしゃへいあん

又 は 有限会社平安
客の接待をする 名 称
場 合 は 接 待 を
行 う 者 の 区 分 〒（●●－●●●●）

それ以外の者 京都市◎◎区◎◎町１番地２
住 所

（000）000 局 0000 番

(ふりがな)
法人にあつ

へいあん たろう

ては、その 平安 太郎
代表者の氏名

生 バン ド による 流 行歌 の演 奏を 不特定 多数の 客に聞
かせる。

客 に 遊 興 を 遊 興 の 内 容
さ せ る 場 合 は
そ の 内 容
及 び 時 間 帯

午前 午前
時 間 帯 ７時 00分から ８時 00分まで

午後 午後

（法第２条第１項第１号の営業のみ記載すること）

客 室 和風のもの ０ 室 その他のもの １ 室

役

務

提

供

の

態

様

主

た

る

派

遣

元


